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業務提携・資本参加に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 29 年２月８日開催の取締役会において、株式会社シード（本社：静岡県三島市、代

表取締役社長 西島昭男氏）との間で、株式会社シードが既存株主からブロックトレードにより当社

株式を取得することで当社に資本参加することに伴い、商業施設事業に関する業務提携を行うことを

決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．業務提携の理由 

（１）当社グループは、当期よりスタートさせた「中期経営計画 Bridge to the Future ～未来への

架け橋～」においてプロパー事業の強固な基盤作りを進める観点から、商業施設事業の主要戦略テー

マとして、ライバルを凌駕するポジションを持続させ競争優位を固めることを掲げ、具体策として、

事業提携先である株式会社シードとの連携強化を進めてきておりました。 

（２）株式会社シードは、街づくりをコンセプトにした SC 開発・運営を全国規模で展開しており、

特に東海エリアで強みを有しております。このため、当社の主力事業である「サントムーン柿田川」

の開発・運営においても長年強い協力関係にありましたが、特段の資本関係はありませんでした。こ

のため、当社としまして、アライアンスの強化について検討を続けておりました。 

（３）かかる中、今般、株式会社シードによる当社株式買い入れによる資本参加を実施することによ

り、従来とは異なる次元での強固な業務提携関係を構築することが、当社の商業施設事業の一段の成

長と強化に大いに資すると判断したものであります。 

 

２．業務提携の内容等 

（１）業務提携の内容 

 株式会社シードが当社に対して資本参加することに伴い、それぞれの経営資源を相互に提供して業

務提携を行うことにより、シナジーを実現し、相互の営む業務の成長・発展に協力することを約すも

のとします。 

 なお、本件実施に伴い平成 25年 8月 9日付の業務提携基本契約はその効力を失うものとします。 

 

（２）相手方に新たに取得される株式の数および発行済み株式数に対する割合 

 

    相手方に新たに取得される株式の数 500,000株 

    発行済み株式数に対する割合      1.66％ 

      



３．業務提携の相手先の概要 

(1) 名称 株式会社シード 

(2) 所在地 静岡県三島市文教町一丁目７番 25号 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 西島昭男 

(4) 事業内容 商業施設開発、広告代理業、建設業等 

(5) 資本金 62,500千円 

(6) 設立年月日 1986年 10月１日 

(7) 
上場会社と当該会社と

の間の関係 

資本関係 当該会社は当社株式を 1,000株保有しております。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 

当該会社に当社商業施設「サントムーン柿田川」の運

営に関するコンサルテーション業務を委託しておりま

す。 

 

４．日程 

  平成 29年２月８日  取締役会決議 

  平成 29年２月１０日 資本業務提携契約締結 

  平成 29年２月中旬  ブロックトレードにて既存株主との間で売買約定予定 

 

５．今後の見通し 

 本件業務提携に伴う業績への影響は軽微なものと見込んでおりますが、中長期的には当社グループ

の企業価値向上に資するものと考えております。今後、適時開示の必要性が生じた場合には、速やか

に開示いたします。 

以上 

 

 


